


配偶者の６５歳誕生日の前日

「１３」に○印

「１１」に○印

「１２」に○印

住所が変わったとき

「６」に○印

付加保険料の納付をやめたいとき

農業者年金の資格を取得したとき

● 付加保険料を納付するとき、納付をやめるときの届出（申出）
事例 「⑩届書種類・番号」欄 「⑫理由等」欄「⑪該当・申出年月日」欄

付加保険料の納付を希望するとき 「１」に○印

申し出た日

「２」に○印

「３」に○印

農業者年金の資格を喪失したとき 「４」に○印農業者年金の資格喪失日

農業者年金の資格取得日

任意加入をやめたいとき

海外に転出するとき

● 国民年金をやめるときの届出（申出）
事例 「⑩届書種類・番号」欄 「⑫理由等」欄「⑪該当・申出年月日」欄

厚生年金または共済組合の
資格を取得（就職）したとき

「１」に○印入社した日

「１１」に○印出国の翌日

「４」に○印申し出た日

「４」に○印

「５」に○印

「１」に○印
厚生年金または共済組合の
資格を喪失（退職）したとき

配偶者の退職等により、
第３号被保険者でなくなったとき

● 国民年金に加入するときの届出（申出）
事例 「⑩届書種類・番号」欄 「⑫理由等」欄「⑪該当・申出年月日」欄

２０歳に到達したとき 学生の方は「０」に○印
学生以外の方は「２」に○印

誕生日の前日

「３」に○印退職日の翌日

「５」に○印

配偶者の退職日の翌日あるいは
扶養されなくなった日

「３」に○印 「４」に○印
海外に居住する方が任意加入するとき

提出にあたってのご注意
「Ａ．被保険者」欄について

　・選択項目は該当する番号を○で囲んでください。

　・「③氏名」欄は住民基本台帳に登録されている氏名を記入してください。

　・「⑧国籍」欄は外国籍の方のみ記入してください。

　・「⑨外国人通称名」欄は住民基本台帳に登録されている通称を記入してください。

「Ｂ．届出（申出）事項」欄、「Ｃ．届出事項」欄について

　・下表を参考に記入してください。「⑪該当・申出年月日／出産（予定）日」欄は、該当する元号を○で囲み、日付を記入してください。

　・免除理由該当届を届出する場合は、「⑬保険料納付申出の確認」欄を記入してください。なお、保険料納付を希望する場合は、

　　「国民年金保険料免除期間納付申出書」の提出が必要です。

　・住所変更届、氏名変更届および死亡届は、個人番号をお持ちでない方が該当する場合のみ届出が必要です。

　・海外任意加入の場合は、「備考」欄に国内協力者（氏名・住所・被保険者との続柄）を記入してください。  ・国民年金保険料納付書・控除証明書等の郵送物を住民票住所以外のところへ送付を希望される場合は、「備考」欄に希望する    郵便番号と住所を記入してください。

亡くなったとき

● 住所変更、氏名変更および死亡の届出（個人番号をお持ちでない方のみ届出が必要）
事例 「⑩届書種類・番号」欄 「⑫理由等」欄「⑪該当年月日」欄

変更前の住所を記入してください住所変更した日

変更前の氏名を記入してください

届出者の連絡先を記入してください

氏名変更した日

亡くなった日

「７」に○印

配偶者の６５歳到達により、
第３号被保険者でなくなったとき

「２」に○印

「８」に○印

「９」に○印免除理由に該当しなくなったとき

免除理由に該当したとき

● 国民年金保険料の免除理由に該当したとき、該当しなくなったときの届出
事例 「⑩届書種類・番号」欄 「⑫理由等」欄「⑪該当・申出年月日」欄

該当した項目に○印該当した日

該当しなくなった項目に○印該当しなくなった日

氏名が変わったとき

「１０」に○印年金手帳を失くしたとき、破損したとき

● 年金手帳を再交付するときの申出
事例 「⑩届書種類・番号」欄 「⑫理由等」欄「⑪該当・申出年月日」欄

再交付を希望する理由に○印申出をする日

６０歳以上の方が任意加入するとき
申し出た日

「１４」に○印産前産後免除理由に該当するとき

● 国民年金の産前産後免除理由に該当するときの届出
事例 「⑩届書種類・番号」欄 「単胎・多胎の別」欄「⑪出産（予定）日」欄

該当する項目に○印出産（予定）日

【マイナンバー（個人番号）により届出する際の添付書類について】
　届出者本人が窓口で届書を提出する場合は、マイナンバーカード（個人番号カード）を提示してください。  お持ちでない場合は、以下の①および②を提示してください。
　なお、郵送で届書を提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面または①および②のコピーを添付してください。

　　①マイナンバーが確認できる書類：通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し

　　②身元（実存）確認書類：運転免許証、パスポート、在留カードなど    ※上記以外の②身元（実存）確認書類の詳細は、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。


